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【厚生労働委員会】 

○雇用保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出第14号）要旨 

本案は、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢及び雇用保険財政への影

響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、所要の措置を講じようと

するもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 失業等給付の基本手当について、雇止めによる離職者の給付日数の特例等

の期限を延長するとともに、離職後に事業を開始した者の受給期間の特例を

創設するほか、公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に

求職者支援制度に基づく訓練を追加すること。 

二 失業等給付に係る保険料率について、令和４年４月１から同年９月30日ま

では1,000分の２、同年10月１日から令和５年３月31日までは1,000分の６と

すること。 

三 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の国庫負担額につい

て、雇用保険財政や雇用情勢に応じて、当該費用の４分の１又は40分の１に

相当する額とすること。また、国庫が、雇用保険財政を踏まえ、必要がある

場合には、失業等給付等に要する費用の一部を負担できることとすること。 

四 当分の間、職業訓練受講給付金の国庫負担額について、国庫が負担すべき

額の100分の55に相当する額とするとともに、令和４年度から令和６年度ま

での介護休業給付及び育児休業給付の国庫負担額について、国庫が負担すべ

き額の100分の10に相当する額とすること。 

五 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、国庫が、令和４年度

の失業等給付等に要する費用の一部を負担できることとするとともに、同年

度の雇用安定事業に要する費用のうち政令により算定した額を負担すること。 

六 育児休業給付費及び雇用安定事業費の財源について、失業等給付の積立金

からの借入れを可能とする暫定措置を令和６年度まで継続するとともに、当

該借入額について、返済の猶予及び免除を可能とすること。 

七 職業安定法における「募集情報等提供」の定義を拡大し、労働者の募集を

行う者等からの依頼なく収集した募集情報等を提供するもの等を対象に含め

るとともに、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報

等提供事業に係る届出制を創設すること。 

八 募集情報等提供事業を行う者等に対し、求人等に関する情報について的確

な表示を義務付けるとともに、厚生労働大臣による改善命令等の対象に募集

情報等提供事業を行う者を加えること。 
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九 地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切か

つ効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組

織する仕組みの創設等を行うこと。 

十 この法律は、一部の規定を除き、令和４年４月１日から施行すること。 

（附帯決議） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきで

ある。 

一 雇用保険の各種給付の水準をできる限り維持することを前提に、必要とな

る財源の確保に努めること。 

二 労働政策審議会の委員に対し、雇用情勢及び雇用保険の財政状況の推移を

逐次報告するとともに、委員から求めがあった際には審議会を開催し、安定

的な労働保険特別会計雇用勘定の運営に向け、これまで以上に臨機応変な検

討を行うこと。 

三 労働保険特別会計雇用勘定については、必要な積立金の水準を達成するま

での間は、単年度においても黒字となる収支構造を目指し、一般会計からの

繰入れ等により必要な積立金水準の確保を図るとともに、積立金が必要な水

準に達した後もその水準の維持を図ることを中期的な雇用保険財政の運営方

針とすること。 

四 令和４年度の失業等給付においては、労働保険特別会計雇用勘定の安定の

観点から、機動的に一般会計を雇用勘定に繰り入れられる仕組みの活用も含

め、対応に万全を期すこと。 

五 社会保障関係費に現在位置付けられている失業等給付の国庫負担について、

負担割合を将来的に従来の本則の水準（25％）とする措置も含め、国の財

政・財源の構造から検討すること。 

六 失業等給付の国庫負担割合の判定基準とされる「基本手当受給者実人員

70万人以上」について、新型コロナウイルス感染拡大後の雇用構造も踏まえ、

実態に応じて適宜見直しの検討をすること。 

七 雇用保険部会報告に示された新たな国庫繰入制度の運用の考え方を尊重し、

雇用保険法第72条における重要事項として労働政策審議会の意見を聴くとと

もに、省令等への規定について検討すること。 

八 令和６年度までに、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置の

見直しだけでなく、育児休業給付の財源確保の在り方を含め、雇用労働者に

限らず、フリーランスとして就業する者など育児・子育てを広く社会で支援
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する体制の構築を検討すること。 

九 失業者の再就職を促進するためには受け皿となる産業・企業、雇用機会の

創出が不可欠であり、厚生労働省においても、雇用政策の一環として、必要

な予算措置を行った上で、地域における雇用機会の創出にこれまで以上に取

り組むこと。 

十 雇用調整助成金等については、特に業況が厳しい企業・地域において、今

後も最大10分の10の特例措置を含め、あらゆる必要な制度設計や手続の検討

を行うこと。 

 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律案（内閣提出第42号）要旨 

本案は、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん

延等の事態における健康被害の拡大を防止するため、所要の措置を講じようと

するもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 緊急時において、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

疾病のまん延等による健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されること

が必要な医薬品等について、当該医薬品等の使用以外に適当な方法がない場

合に、安全性の確認を前提に、有効性が推定されたとき、その適正な使用の

確保のために必要な条件及び期限を付した上で迅速に薬事承認を与える仕組

みを創設すること。 

二 医師等が電子処方箋を提供できる仕組みの創設及び社会保険診療報酬支払

基金等が行う電子処方箋関連業務に関する規定の整備等を行うこと。 

三 この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。 

（附帯決議） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきで

ある。 

一 緊急承認された医薬品等について、当該承認後に改めて行う承認申請に当

たっては基本的に検証的臨床試験の成績の提出を求めるとともに、当該承認

時に付された期限の延長は原則として１年間の延長が１回限りとなるよう運

用し、当該承認時に認められた安全性、有効性等が確認できない場合には速

やかに承認を取り消すこと。 

二 緊急承認制度の運用における透明性、公平性を確保するため、審査報告書

や審議会議事録の早期公表、承認済みや開発中の医薬品等の情報開示や情報



－ 89 － 

発信に努めること。 

三 緊急承認制度により承認された医薬品等の市販後の安全対策を徹底するた

め、製造販売業者による安全性監視計画の設定、徹底したリスク管理、安全

性についての情報収集及び収集した情報の専門家による迅速な評価を実施す

ること。 

四 緊急承認制度により承認された医薬品等の副作用、副反応による健康被害

が生じた場合には、当該健康被害の情報を速やかに開示するとともに、医薬

品副作用健康被害救済制度の対象となることを確実に周知すること。 

五 電子処方箋については、早期に全ての医療機関、薬局等において導入され

るよう、システムの導入を支援するとともに、医療機関や薬局に過度な負担

とならないよう必要な配慮を行うこと。 

六 重複投薬の防止等の電子処方箋導入による効果を十分に発揮できるように

するため、電子処方箋の意義、効果を国民に周知するとともに、マイナン

バーカードの健康保険証利用の促進に向けた措置を講ずること。また、国民

が広くマイナポータルで処方内容を確認できるようになるまでの暫定的措置

として行う紙の処方内容の控えの交付を終了するに当たっては、マイナン

バーカードを利用しない患者が処方内容を確実に確認できる方策を講ずるこ

と。 

七 国民が自らの保健医療情報を把握できるようにするとともに、医療機関が

連携して質の高い医療を提供できるようにするため、標準規格に準拠した電

子カルテの普及促進に向けた医療機関への財政支援等を講ずることにより、

電子カルテ情報についても医療機関間で共有できるよう仕組みを速やかに構

築し、データヘルス改革を一層推進すること。 

八 国民の健康づくりにつながる新たなサービス創出のため、パーソナル・ヘ

ルス・レコードの取組を推進するとともに、オンライン診療やオンライン服

薬指導を含め、患者の利便性向上に寄与する保健医療分野におけるデータの

利活用やデジタル化等のデータヘルス社会の実現に向けた取組を推進するこ

と。 

九 薬事承認制度が製薬企業からの申請に基づくものであることを踏まえ、製

薬企業の研究開発支援、申請時の企業負担の軽減、治験等の手続の簡素化、

企業相談の実施その他の製薬企業の薬事承認申請を促進するとともに、緊急

時には国が主導して医薬品等を確保する仕組みを検討し整備するための措置

を講ずること。 
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十 国内外の創薬イノベーション基盤強化のため、臨床研究中核病院間のネッ

トワーク形成による効率的な治験データ収集体制の構築、国際共同治験実施

のための現地人材育成、臨床研究及び治験ネットワーク構築並びに拠点整備

支援等の国内外における治験環境の整備拡充その他の官民におけるデータ利

活用の環境整備、薬価制度上の創薬イノベーションの適切な評価を実施する

こと。 

十一 医薬品等による副反応疑い報告制度の運用において情報不足により評価

不能とされる事例の割合が多いことを踏まえ、副作用や副反応を疑う症状が

発生した場合における健康被害調査の充実、当該症状を訴える患者に対応で

きる医療機関の紹介その他の当該症状に悩む者への支援を充実すること。ま

た、健康被害救済制度に関し、厳密な医学的因果関係までを求めない健康被

害の救済を確実に実施するとともに因果関係を証明するデータが不足する場

合における救済や支援について諸外国の制度を含め情報収集し、検討するこ

と。 

十二 医薬品等の市販後の安全対策を充実するため、患者自らが医薬品の副作

用、副反応が疑われる事例を報告できる仕組みについて、報告方法の改善、

当該報告に対するフォローアップの拡充、添付文書の改訂等の安全措置への

反映その他の当該報告の活用、予防接種の実施状況と副反応疑い症状の発現

状況等を個人単位で連結して報告、把握するシステムの整備、予防接種の安

全性等に関する調査を的確に行うためのデータベースの整備を実施すること。 

十三 国内におけるワクチン、治療薬の開発、生産体制確立のため、治験費用

や薬事承認に係る費用の補助、治験や臨床研究に関する国民の理解の増進、

医療系ベンチャー企業の育成等の医薬品等の研究開発から実用化までの各段

階を総合的に支援すること。 

十四 疾病の治療又は予防に関し使用価値を有する医薬品について、特に緊急

時に医療上の必要が認められた場合に、当該疾病に関する学会等の意見を参

考にして当該医薬品を優先かつ迅速に承認する制度の活用について検討を加

えるとともに、国民の生命及び健康の保護の観点から必要不可欠な医薬品、

医療機器及び再生医療等製品の国内における生産体制の整備及び研究開発の

推進のための施策について検討を加え、これらの結果に基づいて必要な措置

を講ずること。 

十五 自宅療養者等の病状等に応じて着実に健康観察や必要な医療を提供する

ため、日頃から患者のことをよく知るかかりつけ医が自宅療養者等の健康観
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察や緊急承認された治療薬の適切な投与等の医療提供を実施できるよう、オ

ンライン診療拡充の支援、感染症対策に係る知識の普及及び医薬品、衛生用

品等の提供、その他のかかりつけ医等が自宅療養者等に感染の前後を問わず

対応するための体制整備に努めること。 

十六 緊急承認された医薬品等が迅速かつ確実に自宅療養者等に届けられる環

境の重要性に鑑み、日頃から患者のことをよく知るかかりつけ医により自宅

療養者等が迅速かつ確実に医療を受けることが望ましいことを踏まえ、高齢

者や基礎疾患を有する者等が感染時にかかりつけ医等による医療を迅速に受

けられるよう、往診やオンライン診療が可能な医療機関の事前確保その他診

療・検査医療機関や健康観察・診療医療機関の拡充を行うこと。 

十七 コロナ死亡者のうち高齢者の占める割合が高いことを踏まえ、施設に対

する感染制御・業務継続支援チームの迅速な派遣体制の構築、医師や看護師

の往診・派遣、その他の高齢者施設等における医療支援体制強化、自宅での

医療提供体制強化を推進すること。 

十八 コロナ治療薬の供給における課題や感染急拡大時にマスク、検査キット

等の医療物資供給不足が発生したことを踏まえ、感染症発生時における医薬

品、医療機器、衛生用品等の必要数量の予測から、確保、配布までの総合的

な供給体制を整備すること。 

十九 かかりつけ医機能の明確化と、患者・医療者双方にとってかかりつけ医

機能が有効に発揮されるための具体的方策について迅速に検討するとともに、

コロナ禍において自宅療養者等への医療提供に課題が生じたことを踏まえ、

コロナ医療対応を強化するためのかかりつけ医への支援等により、高齢者、

基礎疾患を有する者等へのコロナ医療に対応するかかりつけ医が増加するよ

う、かかりつけ医の有効活用の推進を含め、必要な措置を講ずること。 

 

○児童福祉法等の一部を改正する法律案（内閣提出第49号）要旨 

本案は、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁

護が図られた児童福祉施策を推進するため、所要の措置を講じようとするもの

で、その主な内容は次のとおりである。 

一 市町村は、全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもの包括的な相談支援等を

行うこども家庭センターの設置とともに、身近な子育て支援の場における相

談機関の整備に努めること。また、訪問による家事支援、児童の居場所づく

りの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業を創設し、これらを含む家庭
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支援の事業について市町村が必要に応じ利用勧奨及び措置を実施すること。

さらに、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう、児童発達支援の医

療型と福祉型を一元化すること。 

二 一時保護施設の設備及び運営基準を策定してその環境改善を図ること。ま

た、民間との協働による親子再統合の事業、困難を抱える妊産婦等に一時的

な住居や食事の提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設す

るとともに、里親支援センターを児童福祉施設に位置付けること。 

三 児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化するとともに、社

会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設

するほか、障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の

責任主体を都道府県等とした上で、移行が困難である場合は満23歳に達する

までの入所継続を可能とすること。 

四 児童相談所長等は、入所措置や一時保護等の際に、児童の最善の利益を考

慮しつつ、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取

等の措置をとらなければならないこととすること。また、都道府県は、児童

の権利擁護に向けた必要な環境整備を行うこと。 

五 児童相談所が一時保護を開始する際に、親権者等が同意した場合等を除き、

事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の仕組み

を創設すること。 

六 児童福祉の実務者の専門性の向上を図るため、児童虐待を受けた児童の保

護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識及び技術を有する者を

新たに児童福祉司の任用要件に追加すること。 

七 児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理を厳格化するとともに、認

可外保育施設に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とすること。 

八 この法律は、一部を除き、令和６年４月１日から施行すること。 

（修正要旨） 

家庭的保育事業等及び児童福祉施設並びに一時保護施設の運営について、国

が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項として「児童の安全の確保」

を追加すること。 

（附帯決議） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきで

ある。 

一 子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の再編や支援計画
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の作成については、地方自治体における負担増によって、それぞれの機能が

停滞することのないよう、必要な人材確保のための支援を行うとともに、円

滑な施行に向け、地方自治体と適切に連携すること。 

二 保育士の人材確保が困難な状況にある中、新たに身近な子育て支援の場と

して保育所等を活用し、地域子育て相談機関とするに当たっては、保育士等

の一層の処遇改善と職員配置基準の改善を併せて検討すること。 

三 子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事

業の各事業の実施に当たっては、各市町村による担い手の確保が重要である

ことから、必要な人材確保のための支援を行うとともに、業務に見合った処

遇について検討を行い、必要な措置を講ずること。 

四 一時保護所の設備・運営基準の策定に当たっては、職員の立場ではなく子

どもの視点に立って子どもの最善の利益を考慮するため、子どもから意見を

聴取し、可能な限りその意見を反映すること。 

五 里親支援センターの設備・運営基準の策定に当たっては、里親等の当事者

から意見を聴取し、可能な限りその意見を反映して実効性のあるものとする

こと。 

六 自ら公的な支援にアクセスできない妊婦との接点を持つための具体的方策

を検討するほか、妊産婦等生活援助事業の実施に当たっては、支援が必要な

妊産婦に対し適切な支援を提供できるよう、新たな人材を確保するため職員

の処遇改善を含む方策を検討し必要な措置を講ずるとともに、充実した研修

を実施し、資質の向上を図ること。また、人材不足を理由とした人員配置の

弾力運用を安易に行うことのないようにすること。 

七 意見表明等支援事業に関し、子どもの意見・意向表明や権利擁護に向けた

環境整備について、都道府県によって差が生じることで子どもに不利益とな

ることがないよう、一定の要件を提示すること。また、子どもへの意見聴取

等が適切に実施されているかについて評価及び検証を行うこと。 

八 意見表明等支援事業が都道府県等の努力義務であるため、子どもの意見等

が適切に反映されないおそれがあることから、導入した自治体と導入しな

かった自治体を科学的に比較して効果測定を行い、適宜その仕組みを改良し

ていくこと。また、次期児童福祉法改正時に都道府県等の体制が整備される

よう、義務化を含め必要な見直しを検討すること。 

九 意見表明等支援事業が児童相談所等による意見聴取等の補佐的な事業とし

て位置付けられていることについて、当該事業が権利主体である子どもの自
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由な意見・意向の表明を支援する独自の機能を持つべきものであることに鑑

み、必要に応じて見直しを検討すること。 

十 意見表明等支援員が児童相談所、都道府県その他の関係機関から独立した

立場で子どもの自由な意見・意向の表明を支援することが可能となるよう、

独立性及び守秘義務等の必要な措置を講ずること。 

十一 意見表明等支援員には専門的な知識や技術が求められることから、科学

的な評価がなされているプログラムにより育成することとし、十分な資質を

持つ者を活用すること。 

十二 意見表明等支援事業において、子どもの視点に基づいたＫＰＩ（重要業

績評価指標）で表すこと。 

十三 子どもの最善の利益のため、一時保護時の子どもへの意見聴取等を適切

に行い、子どもの意見・意向を考慮した対応の徹底を図ること。 

十四 一時保護時の司法審査の運用や実務の詳細を施行までに定める作業チー

ムには、一時保護が子どもの権利や親権の行使等に対する制限であることを

踏まえて、現に一時保護を経験した子ども又は親権者等及びその意見を正確

に反映できる実務者も構成員に加えること。 

十五 一時保護時の司法審査に対応するための児童相談所の人材確保と処遇改

善を検討すること。 

十六 国連児童の権利委員会の日本政府に対する総括所見が、親子分離は子及

びその親の意見を聴取した後に行われるよう要請していることを踏まえて、

裁判所が一時保護状を発するに当たっては、子ども及び親権者等の意見が裁

判官に正確に伝わるよう適切な方策を講ずること。 

十七 裁判所が一時保護状を発した場合、行政不服審査や行政訴訟の提起が可

能であること等を理由に子ども又は親権者等の不服申立て手続を設けなかっ

たことに鑑み、児童の権利に関する条約第９条第２項の趣旨を踏まえ、行政

不服審査や行政訴訟の活用実態を把握し、次期児童福祉法改正時に必要な見

直しを検討すること。 

十八 新たな子ども家庭福祉分野の資格取得者の質の担保を図るほか、資格取

得者の児童相談所、市町村、児童福祉施設等における配置が進み、地方自治

体において実効性が上がるような方策を財政措置を含めて検討し、必要な措

置を講ずること。 

十九 子どもをわいせつ行為から守る環境整備について、保育所等では保育士

資格を持たない者が保育補助として勤務している実態があることから、保育
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士に限らず、子どもに接する業務に携わる者全体を対象に対策を講ずること

について検討すること。また、万が一冤罪等であった場合には、身分回復を

行う等の必要な対応を講ずること。 

二十 アダルトビデオ出演被害の問題は重大な人権侵害であり、かつ、成年年

齢引下げにより未成年者取消権行使ができないために高校生のアダルトビデ

オ出演が増えるような事態は、高校生や子どもへの性犯罪・性暴力を助長す

るなど児童福祉法の理念である「児童の健全育成」に反するものであること

を踏まえ、アダルトビデオ出演被害の問題の解決に向けた取組を一層強化す

ること。 

 

○労働者協同組合法等の一部を改正する法律案（厚生労働委員長提出、衆法

第41号）要旨 

本案は、労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地

域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度

を創設するとともに、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講

じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 労働者協同組合は、その定款に剰余金の配当を行わない旨の定め及び解散

した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財

産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定

めがあること等の基準に適合するときは、特定労働者協同組合としての認定

を受けることができること。 

二 特定労働者協同組合に係る特例として、外部監事の設置、報酬規程等の公

開等、剰余金の配当の禁止、残余財産の分配等の規定を設けること。 

三 法人税法において、特定労働者協同組合を公益法人等の範囲に加え、収益

事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の特定労働者協同組合に対

する税制上の措置を講ずること。 

四 この法律は、一部の規定を除き、労働者協同組合法の施行の日（令和４年

10月１日）から施行すること。 

 

○令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律

案（厚生労働委員長提出、衆法第42号）要旨 

本案は、令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金（以下「給付金」とい

う。）の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら給付金を
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使用することができるようにするため、給付金の支給を受ける権利の差押え等

を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭の差押えを禁止する措置

を講じようとするものである。 

なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。 

 

○困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案（参議院提出、参法第７

号）要旨 

本案は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより

様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性

の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推

進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる

社会の実現に寄与することを目的として、困難な問題を抱える女性への支援に

関する必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 基本理念として、困難な問題を抱える女性が最適な支援を受けられるよう

にすることにより、その福祉が増進されるよう、多様な支援を包括的に提供

する体制を整備すること等を定めること。 

二 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性へ

の支援のために必要な施策を講ずる責務を有すること、また、当該施策を講

ずるに当たっては、関係地方公共団体相互間、支援機関と関係機関間の緊密

な連携が図られるよう配慮しなければならないこととすること。 

三 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する

基本方針を定め、地方公共団体は、基本方針に即して、当該施策の実施に関

する基本的な計画を定めることとすること。 

四 女性相談支援センターの設置、女性相談支援員の配置及び女性自立支援施

設の設置等について規定すること。 

五 地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民

間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、女性の意向に留意しながら、

発見、相談その他の支援に関する業務を行うこととすること。 

六 地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行う

ため、関係機関等により構成される支援調整会議を組織するよう努めること

とし、支援調整会議は、必要な情報の交換及び支援の内容に関する協議を行

うこととすること。 

七 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関し、教育及
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び啓発、調査研究の推進、人材の確保等並びに民間の団体に対する援助に努

めることとすること。 

八 費用の支弁等について、地方公共団体が五の業務を行う場合における民間

の団体の活動に要する費用への補助を含めた規定を設けること。 

九 この法律の施行に伴い、売春防止法第３章（補導処分）及び第４章（保護

更生）を削り、婦人補導院法を廃止すること。 

十 この法律は、一部を除き、令和６年４月１日から施行すること。 

 

○障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関す

る法律案（参議院提出、参法第８号）要旨 

本案は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害者に

よる情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、

及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本とな

る事項を定めること等により、当該施策を総合的に推進しようとするもので、

その主な内容は次のとおりである。 

一 基本理念として、障害者による情報の取得等に係る施策の推進は、障害者

による情報の取得等に係る手段について、可能な限り、その障害の種類及び

程度に応じた手段を選択することができるようにすること、障害者が取得す

る情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容

の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるように

すること等を旨として行われなければならないことを定めること。 

二 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、障害者による情報の取得等

に係る施策を策定し、及び実施する責務を有すること。また、国及び地方公

共団体は、当該施策が障害者でない者による情報の十分な取得等にも資する

ものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとし、

当該施策を講ずるに当たっては、障害者等の意見を聴き、その意見を尊重す

るよう努めなければならないものとすること。 

三 国及び地方公共団体は、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及

び普及の促進を図るため、当該機器等に関し、開発及び提供に対する助成そ

の他の支援、規格の標準化、障害者又はその介助を行う者に対する情報提供

及び入手の支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。また、国は、

当該機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう、関係者によ
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る協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずる

ものとすること。 

四 国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防

犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体

制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるもの

とすること。 

五 国及び地方公共団体は、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むた

めに必要な分野において、障害者がその必要とする情報を十分に取得するこ

と等ができるようにするため、障害者とその他の者の意思疎通の支援を行う

者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとすること。 

六 この法律は、公布の日から施行すること。 

（附帯決議） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきで

ある。 

一 障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通への配慮に

努めて開発した情報通信機器その他の機器及び情報通信技術を活用した役務

を優先的に調達する制度について、検討を行うこと。 

二 情報コミュニケーション・アクセシビリティの推進のため、障害者基本計

画の達成状況を踏まえ、法の見直しなど必要な措置を講ずること。 

三 情報コミュニケーション・アクセシビリティに関する相談窓口の設置を検

討すること。 

四 行政機関に提出する書類のバリアフリー化、災害時の情報保障、選挙にお

ける情報アクセシビリティの改善、資格試験など各種試験のバリアフリー化

など、情報コミュニケーション・アクセシビリティのさらなる促進について

財政的な措置を含め必要な検討を行うこと。 

五 本法同様に47全都道府県と1741全市区町村の議会から制定を求める意見書

が国に提出されていることを踏まえ、手話言語法の立法を含め、手話に関す

る施策の一層の充実の検討を進めること。 

 

 

  


